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令和４年７月に施行された「みどりの食料システム法」に基づき、
令和５年度からスタートした制度。

環境に配慮した農林漁業に取り組む事業者を県が認定する制度です！

「みどり認定」とは？

《みどり認定を受ける主なメリット》

みどり認定者が販売する出荷物などに使用できる
「香川県みどり認定マーク」を作成する予定です！

また、県の取組として…！



「みどり認定」とは？

環境負荷を低減する取組の５年間の実施計画
（環境負荷低減事業活動実施計画）を作成します。

《みどり認定を受けるための取組》
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R5.3に「香川県みどりの食料システム基本計画」を策定

【作 成 主 体】 香川県及び県内全17市町

【計画の目標】
①環境にやさしい農業の取組面積：130ha（R7）
＝環境保全型農業直接支払交付金の対象面積

（有機農業、化学農薬及び化学肥料を5割以上低減）
②精密な土壌測定診断件数（累計）：6,500件

(R3～R7)
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１号認定 ２号認定 ３号認定
（土づくり及び、化学肥料・化学農薬の使用低減） （温室効果ガスの排出量の削減） （農水大臣が定める環境負荷低減事業活動）
●土づくり （ア）稲わら・麦わらなどのほ場すき込み （ア）土壌を使用しない栽培で化学肥料・化学農薬の使用低減

（ア）堆肥等の有機質資材の施用 （イ）ヒートポンプなどの導入 （イ）家畜への環境負荷低減型飼料の給与

（イ）緑肥作物の利用 （ウ）保温資材等の施用 （ウ）養殖業における給餌管理による残餌の流出抑制

●化学肥料の低減 （エ）さぬきファーマーズステーションの導入・活用 （エ）土壌への炭素貯留に資する土壌改良資材の施用

（ア）有機質肥料の施用 （オ）農業機械・機器等の省エネルギー化・電動化 　　・バイオ炭の施用

（イ）局所施肥 　　・高能率、低燃費型の農業機械の利用 （オ）プラスチック資材の排出又は流出の抑制

（ウ）肥効調節型肥料の施用 　　・ＬＥＤ電球、拍動自動かん水装置の利用 　　・生分解性マルチフィルムの使用

（エ）継続的な土壌診断に基づく施肥体系の見直し （カ）漁船等の省エネルギー化 　　・中長期耐久性フィルムの使用

●化学農薬の低減 （キ）水田での中干し期間の延長 　　・硫黄コーティング肥料などの利用

（ア）種子籾の温湯消毒 （ク）家畜の飼養管理技術の向上 　　・水稲栽培における浅水代かきや排水口のネット設置

（イ）機械除草技術 （ケ）家畜排せつ物の堆肥化技術の向上

（ウ）天敵・微生物農薬

（エ）抵抗性品種の栽培・台木の利用

（オ）土壌還元消毒

（カ）光利用技術

（キ）フェロモントラップ

（ク）ＡＩを活用した病害虫診断・発生予測技術導入

香川県みどりの食料システム基本計画で定める環境負荷低減事業活動の内容
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個人での申請だけでなく、グループでの申請も可能です！

グループ認定を受ける場合は、各構成員の取組内容や目標を、
別紙に一覧でまとめて簡略化することができます！
※構成員や取組内容が変わる場合は、都度変更の申請が必要。

※土壌診断結果の添付が必要



① 申請者による事前相談
【各農業改良普及センター・市町へ相談】

② 申請者による実施計画の作成

③ 認定申請書・実施計画を市町へ申請
【申 請 先】 各市町農林水産関係主務課
【申請期限】
例年、上半期・下半期の年２回、認定を行っております。
期限の２ヶ月前を目安に事前にご相談ください。

④ 県による実施計画の認定の審査

⑤ 県による実施計画の認定（みどり認定）

【認定後は…】
・計画に沿った５年間の取組の実施
・認定者による毎年度の実施状況報告書の提出(翌年５月末まで)

認定要領
（PDFファイル）

様式
（Wordファイル）

認定要領、様式はコチラ！

環境負荷低減事業活動実施計画作成～申請～認定の流れ

令和７年度下半期 令和８年２月13日（金）まで



環境負荷低減事業活動実施計画の認定式

今年度上半期の新規みどり認定者
には、令和７年10月17日に県庁で開
催する認定証授与式にて、池田知事
から認定証を授与する予定です！

■令和８年２月13日（金）：実施計画の県申請〆切（市町→県）

■令和８年３月頃 ：計画認定、認定証等の交付
※お住まいの市町を経由し、県に提出

令和７年度（下半期）の認定スケジュール
■令和８年１月23日（金）：申請予定者の事前報告（市町→県）


